
 

仕様書 

 

Ⅰ．件名 

J-Startup Webサイト用サーバーレンタル及び保守等業務 

 

Ⅱ．業務の内容 

J-Startup Webサイト（以下「Web」という。）の運用に必要なサーバー、機器等を調達のうえ、

以下のとおりサーバーのレンタル及び保守等業務を行うこと。 

なお、Webのドメイン及びWebのコンテンツ等については契約締結後受注者に提供する。 

 

１．履行期間 

(1) 準備期限   2021年 3月 31日（水） 

(2) レンタル及び保守期間 2021年 4月 1日（木）から 2022年 3月 31日（木） 

２．サーバーのセキュリティ要件等 

(1) 受注者は、以下の①又は②に該当すること。 

① 一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）又は同協会が指定した機関において、

「プライバシーマーク」（JIS Q 15001）の付与認定を受けた事業者であること、又はこれ

に類する情報セキュリティ管理体系を確立していること。 

② 一般社団法人情報マネジメントシステム認定センター（ISMS-AC）が認定した機関におい

て、「情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）適合性評価制度」の認証を受けて

いること。事業部単位で認証を受けている場合は、当該登録範囲の者が本業務の実施体制

に参画すること。また、保守環境は本認証を受けた事業所内に設けること。 

(2) サーバーは、独立行政法人情報処理推進機構の「安全なウェブサイトの作り方（最新版）」及

び発注者の情報セキュリティポリシーに準拠したものを提供すること。 

(3) サーバーの容量は、100GB以上とする。詳細は別途発注者が指示する。 

３．保守及びメンテナンス業務 

(1) サーバーのレンタル期間中、サーバーの保守を行うこと。 

(2) バージョンアップを含むサーバーの定期的メンテナンスを必要に応じて行うこと。 

(3) 脆弱性が発覚した場合のパッチ当てなどの対応は随時行うこと。 

４．問い合わせ対応等 

(1) 発注者から電話又はメール等による問い合わせ窓口を設けること。 

(2) 対応日時は、発注者の営業日の 10時から 17時までとする。 

５．障害対応 

(1) 障害発生時には、発注者の指示に基づき、以下の対応を行うこと。 

① ４．に示す対応日時外に障害が発生した場合でも、発注者からの電話又はメールによる連

絡が可能であること。 

② ４．に示す対応日時に関わらず、障害復旧に向けて最善の対応を取ること。 



(2) 障害発生時には、情報収集を行い障害発生箇所の特定に努め、原因発生箇所の一次切り分け

を行い、その内容を発注者に報告すること。 

(3) 一次切り分け後に障害の原因及び障害影響範囲の特定のため、画面操作、データベース状況、

ログ等を基に調査・分析を行うこと。 

(4) (2)及び(3)の情報を基に、予防策を含む復旧策を発注者に提示し、発注者の了承を得たうえで

障害復旧作業を行い、復旧確認を行うこと。 

(5) 障害復旧作業は、障害発生の連絡を受けてから 24時間以内に完了することとし、更に時間を

要する場合は発注者の了承を得ること。 

(6) 障害復旧の経過について発注者に適宜報告し、復旧確認後、発注者が求めた場合は、障害報

告書としてまとめたうえで発注者に提出すること。 

 

Ⅲ．業務完了の通知 

全ての業務が完了したときは、完了報告を履行期限までに書面により発注者に通知すること。 

 

Ⅶ．その他 

１．サーバーレンタル・保守費、システム利用料、人件費等、本業務にかかる諸経費全てを受注者

が負担すること。 

２．仕様にない事項又は仕様について生じた疑義については、発注者と協議のうえ解決すること。 

 

 

以上 

 


